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「配当に関する基本方針」及び「株主優待制度の変更」についてのお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 20 年 3 月期の剰余金の配当についての方針及び株主優

待制度の変更を決議しましたので、次のとおりお知らせします。 

 

記 

 

Ⅰ．配当に関する基本方針について 

当社は、株主の皆様への利益配分につきましては、1 株につき年間 12 円（月換算 1 株につき 1 円）

の配当を継続的に行って参りました。 

本日付で平成 19 年 6 月 30 日を基準日とした株式分割を発表しておりますが、平成 20 年 3 月期の剰

余金の配当につきましても、当該株式分割に伴う調整は行わず、株主の皆様への利益還元を継続して

充実させていくことを目的として、1株につき年間 12 円の配当を行う方針であります。 

 

 

 平成 19 年 3 月期の配当につきましては、平成 18 年 11 月 17 日発表のとおり、1株当たりの年間配当

金は下記のとおり予定しております。 

 なお、この期末配当金は、本年 6 月開催予定の定時株主総会での決議を条件として、本年 3 月 31

日現在の株主の皆様に対してお支払する予定です。 

（１株当たり配当金） 

 中間 期末 年間 

平成 19 年 3 月期 36 円 00 銭 

(普通配当 6 円 00 銭)

(記念配当 30 円 00 銭)

6 円 00 銭 

(普通配当 6円00銭)

 

42 円 00 銭 

(普通配当12円 00銭)

(記念配当30円 00銭)

平成 18 年 3 月期（前期） 6 円 00 銭 6 円 00 銭 12 円 00 銭 

 

 



Ⅱ．株主優待制度の変更について 

1．変更の理由 

当社は、毎年 3 月 31 日現在及び 9 月 30 日現在の株主様を対象に株主優待として優待割引券を

贈呈しておりますが、本日発表しております平成 19 年 6 月 30 日を基準日に実施いたします株式

分割の趣旨を踏まえ、また、「眼鏡市場」、「アルク」が低価格業態であることを考慮し、下記の所

有株式数に応じた内容に変更いたします。 

 

2．変更の内容 

変 更 前 変 更 後 

① 贈呈基準  

メガネ一式（レンズ＋フレーム）の 50％引き

の優待割引券（コンタクトレンズ、補聴器、

光学機器、備品等を除く）を以下のとおり所

有株式数に応じて贈呈する。 

100 株以上  199 株まで 1 枚 

200 株以上  499 株まで 2 枚 

500 株以上  999 株まで 3 枚 

1,000 株以上 4,999 株まで 4 枚 

5,000株以上        8枚 

 

② 利用方法 

当社店舗でのメガネ購入に際し、当該優待

割引券を提出した場合に 50％割り引く。 

 

③ 取扱店舗 

メガネトップ、アルク及びフィットミーの看

板の店 

 

④ 有効期限 

3 月 31 日現在の株主に対しては、6月下旬発

送、有効期限は翌年 6 月 30 日まで、9 月 30

日現在の株主に対しては、12 月下旬に発送、

有効期限は翌年 12 月 31 日までとする。 

① 贈呈基準  

メガネ一式の優待割引券（コンタクトレン

ズ、補聴器、光学機器、備品等を除く）を以

下のとおり所有株式数に応じて贈呈する。 

 

100 株以上  399 株まで 1 枚 

400 株以上  999 株まで 2 枚 

1,000 株以上 1,999 株まで 3 枚 

2,000 株以上 9,999 株まで 4 枚 

10,000 株以上        8 枚 

 

② 利用方法 

当社店舗でのメガネ購入に際し、当該優待割

引券を提出した場合に「メガネトップ」及び

「フィットミー」の看板の店舗でご利用の場

合 50％割り引く。「眼鏡市場」及び「アルク」

の看板の店舗でご利用の場合 30％割り引く。

 

 

③ 有効期限 

3 月 31 日現在の株主に対しては、6月下旬発

送、有効期限は 12 月 31 日まで、9月 30 日現

在の株主に対しては、12 月下旬に発送、有効

期限は翌年 6月 30 日までとする。 

3．変更の時期 

   平成 19 年 9 月 30 日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主様より実施

いたします。 

 

以 上 

 


